
第3回　理事会　議事録案
日日時：10月6日　19：00～
場場所：日本医療福祉専門学校
出席者：稲垣、向、岩丸、新美、（澤田）、佐久間、田口
　　　　　水口、今別府、堀部、
報告事項
会長
第１回　地域医療再生に関する三師会連絡協議会議参加報告（資料）
訪問リハ　リーダー養成研修会報告（資料）
近隣３協会（OT・PT・ST）の代表が集まり、訪問リハ　リーダー養成研修会打
ち合わせを10月6日に実施する
こころの健康フェスティバルあいち（10月23日）式典について会長出席
平成23年度作業療法推進活動パイロット事業助成制度について（資料）
副会長：なし
事務局
2回目の督促状を送付（今回は、ニュースと別便）

3年未納者：120名　2年未納者：130名　1年未納者：250名
3年未納者は、継続の意志がないと判断し、15日時点で納入が確認でき
ない場合は、退会処理を行う。
引き続き、11月中ごろに3回目の督促状の送付を予定

会員名簿について：11月末に発行・ニュースと同封し発送予定
委嘱状発送済み（９月中旬）
朝日高齢者福祉セミナー　後援依頼　会長判断にて承認
広報部
ニュース発送（10月1日～4日）
学術部
第2回研修会に向け準備中：詳細は次回報告
教育部
現職者研修(共通)の日程について（資料あり）
保険部
活動内容報告：協会からの情報配信・会員からの質問に対する返答・
福利部
11月７日の交流会について（資料）

時間変更　13:00～14:30　→　11:30～13:00　まで
変更内容を共通研修会場で配布する



機関誌編集委員会
現状報告：投稿状況など　研究報告6本程度提出されている
表彰選考委員会：県士会データと協会データの整理をしている
　　　　　　　　　　　：表彰対象者が2名居たが、両者とも辞退された

規約委員会：なし
推進事業委員会：なし
法人化準備委員会：他府県法人化準備担当者より情報を聴取している
第１０回　東海北陸学会　報告　（資料）
進捗状況の報告
資料追記

演題登録について：１５題ほど研究倫理について記載の無い演題があった　　　
が、条件付き採択とした。

      　会場関連：会場準備は会期前日の１１月１９日午後より開始予定

検討事項
会長
地域医療再生に関する連絡協議会、参加担当者について

　　　→　愛知医療：堀部氏・ジェネラス：西村氏に中心的役割を依頼　　
　　　　　したい
　　　→　委員会を設置してはどうか？
　　　→　次回理事会にて担当委員会を設置する

訪問リハ　リーダー養成研修会、参加担当者について
　　　→　地域医療再生に関する連絡協議会の検討事項と同様

平成23年度作業療法推進活動パイロット事業助成制度について
会員へ周知徹底してはどうか？
　　　→　何らかの方法を次回までに検討する（会長）

県内の養成校へ入会案内について
　　　→　退会理由などを見てみると、県士会の存在意義が理解されて　
　　　　　いない
　　　　 　今後、どのように必要性を周知徹底していくか
　　　　→養成校を訪問するなどして周知をしてはどうか？
　　　　→次回理事会にて案を報告する

副会長：なし
教育部
現職者研修(選択)の日程と講師について承認依頼（資料）



→承認
学会において発表を経験した者は、現職者共通研修（事例検討方法論）の受講と
読み変えても良いという協会からの伝達があった。　確認方法は各県士会に一任
ということであったが、どうするか

　→　学会発行の発表証明書や、抄録のコピーをもって教育部員が確認
する

　　　　　　　　　（承認）
事務局
補正予算案

　　　　→　承認
減額の補正を行うか否か

　　　　→　減額の補正は行わない（承認）
保険部
発達領域の部局員の推薦依頼

　　　　→　数件ピックアップしたため保険部長が直接依頼をする
広報部：なし
学術部：なし
福利部：交流会の開催時間の変更をどのように周知するか
　　　　→第５回までの現職者共通研修会会場にてチラシ、アナウンスで周
知する

規約委員会：なし
表彰選考委員会：なし
機関誌編集委員会：なし
推進事業委員会：なし
法人化準備委員会：委員の設置をお願いしたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　→選出後　3役に確認し、承認する
　　　　　　　　　　　　　税理士より情報収集をお願いしたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　→　承認

選挙管理委員会：なし
その他
次々期学会長について
第19回：中村　美穂先生（刈谷豊田総合病院）
第20回：吉田　慎一先生（江南厚生病院）
第21回：次回総会時までに推薦
　　　　　　　　　　　　　　（老年期障害領域が中心となる様な学会に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：認知症研究会



を中心に打診）
第１０回　東海北陸学会について　（資料）
赤字になった場合の補填について：県士会が負担する（承認）


